
 Weekly Network News                           １９９９年（平成１１年）１月１１日創刊・毎週月曜日発行 

 
Ｎｏ．734 平成25年10月15日（火曜日） 
発 行 ) 株 式 会 社 ノ ー ス ア イ ラ ン ド
東京本社)東京都千代田区丸の内2-4-1 丸ビル10F

 T e l . 0 3 - 3 2 1 6 - 2 0 0 4  F a x . 0 3 - 3 2 1 6 - 0 4 3 9

大阪支社)大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル9F

T e l . 0 6 - 6 4 4 8 - 2 0 0 4  F a x . 0 6 - 6 4 4 8 - 0 5 3 9

 

 

今週のキーワード 日 本 版 ISA ＝NISA（ 略 称 ニーサ） 。 ISAはイギリ ス発 祥 の「 ISA（ 個 人 貯 蓄 口 座 ） 」 を

参 考 に し た 。 毎 年 投 資 元 本 で 100 万 円 を 上 限 と し て 、 株 式 や 投 資 信 託 、 配 当 ・ 売

却 益 が 5 年 間 、 非 課 税 に な る 制 度 の こ と 。 現 時 点 で は 10 . 14 7 ％ が 、 2014 年 か ら は

通 常 20 . 3 15 ％ の 税 金 が か か る こ と に な っ て い る 。 不 動 産 投 資 信 託 も 対 象 。 制 度 は

2023 年 ま で の 10 年 間 、 毎 年 新 た に 100 万 円 の 非 課 税 枠 が 追 加 さ れ る 。 非 課 税 枠

を 使 っ て の 投 資 総 額 は 合 計 500 万 円 ま で 、 そ れ 以 上 は 非 課 税 の 対 象 と は な ら な

い。途 中 売 却 後 の再 利 用 は不 可 。 

少額投資 
非課税制度 

※配信先の変更、配信停止のご希望はお手数ですが Tel.03-3216-2004 または info@knowsi-land.jp までご連絡ください。 

来年４月に消費税８％引上げ決定
投資活性化へ税制改正大綱を公表 

 

政府は10月１日の閣議において、来年４月の消費

税率８％への引上げを決定するとともに、消費増税

による景気への影響を緩和するため、約１兆円規模

の減税となる民間投資活性化等のための税制改正

大綱を発表した。 

注目されていた復興特別法人税の１年前倒し廃

止は12月中に結論を得る方針のほか、消費増税に伴

う低所得者向けの現金給付や住宅購入者向けの現

金給付は、５兆円規模の経済対策の中で手当てされ

る。 

約１兆円規模の前倒しの税制改正は、(1)企業が

2015年度末までに、先端設備等を導入した場合、即

時償却か５％の税額控除を認める生産性向上設備

投資促進税制の創設、(2)企業が給与総額を２％（現

行５％）増やした場合、増加分の10％を税額控除す

る所得拡大促進税制の要件緩和、(3)中小企業投資

促進税制について、160万円以上の機械への投資時

に税額控除する対象企業を、資本金３千万円以下か

ら１億円以下に拡大する、(4)研究開発税制につい

て、研究開発費の増加分に応じた税額控除で、控除

率を５％から最大30％に引き上げる、などが盛り込

まれている。 

投資促進税制は、控除率は2015年度末までは５％

だが、それ以降2016年度末までは４％となり、企業

に早期の投資を促す。所得拡大促進税制も、適用条

件を、2013～14年度は「２％以上」、2015年度は「３％

以上」、2017年度までは「５％以上」とするなど、

早期の適用が有利となる。 

株主優待制度導入 過去最高1085社に
来年1月の少額投資非課税制度にらみ 

 

野村ＩＲの発表によると、自社製品や割引券な

ど株主配分の手段の一つとして提供する株主優

待制度を導入する上場企業が、8月末現在で過去

最高の1085社となり、2008年10月の 1067社を上

回った。 

同社によると、今年に入って上場企業や不動産

投資信託（REIT）で株式優待を新設したのは 57

社だった。これは8か月間で昨年1年間の新設社数

（56社）を上回った。今年新設の主な企業は、

DeNA、LIXIL、デリカフーズ、日本製紙、フィス

コ、など。 

この現象は「来年1月に少額投資非課税制度

（NISA）がはじまるので、制度の新設や拡充をし

て、より多くの個人株主づくりにつなげたいとの

狙いではないか」と分析する。もう一つ、景気回

復を予感させる現象に、未上場企業が新規上場す

る「新規株式公開」（IPO）が活況だという。今

年に入ってIPOを実施した28社の「初値」は、株

式の売り出しなどの基準である「公開価格」をす

べて上回った。「リーマン・ショックよさらば」、

「アベノミクス」を追い風にしたい企業人に投資

家も「相乗り状態」。 

ユニークな株主優待が目立っている。ソフトバ

ンクは携帯電話の基本使用料を6か月間無料、ミ

ズノは大阪マラソン参加権など。とはいえ今も昔

も企業側は「長期保有の株主優遇」が本音。キュ

ーピー、コムテック、サコスなど「3年以上保有」

への変更も進んでいる。 
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発 展 を 目 指 す 企 業 家 の た め の 経 営 指 南 役 
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